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自転車ヘルメット着用街頭キャンペーン

道路交通法の一部改正により、４月１日からすべての自転車利用者に対す
る乗車用ヘルメット着用が努力義務となります。これに伴い、市内のJR友部
駅など3か所の駅で早朝の街頭キャンペーンを実施します。
①実施日　：   ３月２０日（月）
②実施時間： 午前６時３０分から８時頃まで
③実施場所： 友部駅（北口・南口）、笠間駅、岩間駅（西口）
④参 加 者 ：  市長および市職員
⑤内　　容  ：  駅利用者（主に高校生～社会人全般）へ普及啓発用
　　　　　　　  のチラシ配布及び声かけ運動

３月２０日（月）　午前６時３０分から８時まで市内各駅で実施

全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用について、普及啓発を行います。

配布チラシ


